
 

元日以外の祝日は通常通り収集を行います。 

 

 

 

テレビ（ブラウン管式・プラズマ式・液晶式）・冷蔵庫・ 

冷凍庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機 

家電リサイクル法対象品 

①買い換えようとする場合… 

「買い換える販売店」に依頼する。（引き取り義務があります。） 

②買ったお店がある場合… 

「購入した販売店」に依頼する。（引き取り義務があります。） 

③買ったお店が近くになかったり,不明の場合… 

「近くの販売店」に相談する。（取り扱う店もあります。） 

④販売店の心当りがない場合… 

「ごみ処理許可業者（一般廃棄物協同組合）」に依頼する。 

⑤販売店や、ごみ処理許可業者に依頼しない場合… 

郵便局でリサイクル券を購入してから「指定引取場所」へ、自分で運搬す

る。（リサイクル料金と振込手数料（家電リサイクル券１枚毎）の負担と

なります。） 

注：原動機付き自転車は、市の粗大ごみではお受けできません。 

販売店にご相談、または FRP船リサイクルセンター 

you purchased them. 

一時多量排出ごみ 

引っ越し、大掃除などで多量に出るごみは
収集できません。 

 
ご自分で南部清掃工場（可燃ごみ）、北部清掃工場（可燃
ごみ・粗大ごみ）または西浦資源リサイクル施設（不燃
ごみ・粗大ごみ）に運ぶか、ごみ処理許可業者（有料）
に依頼してください。 

市では処理できないもの 

★有毒性の薬品・農薬やその容器 

★汚物・汚泥  

★揮発油（ガソリン・ベンジン・シンナー） 

★灯油 ★塗料類 ★ガスボンベ 

  

  

 ★その他処理できないもの 

販売店やメーカー等に相談してください。 

☆スプリングマットレス ☆太陽熱温水器 

☆ピアノ・オルガン等(電子式のものを含む） 

☆解体してない建物設備(大型プラスチック） 

☆強化プラスチック製スポーツ用品（トレーニングマシン等） 

☆バンパー・カウル・エアロパーツ等（ABS樹脂及び PP製のも

の） 

販売店やメーカー等に相談するか、下記処理業者に依頼してください。 

○一般廃棄物処分業許可業者（第 1006号） 

㈱ヤマウチ 047-490-5338 

事業系ごみ 

商店、事務所、飲食店などで事業活動に伴って出るごみは、事業者の

自己処理が原則です。 

市にその処理を委託する場合は清掃工場へ自己搬入するか、ごみ処理

許可業者に依頼してください。（いずれも有料） 

なお、市では産業廃棄物の処理は行っていません。 

粗大ごみの収集を申し込むとき 

粗大ごみ受付センター 

☎047-457-4153 ＦＡＸ０４７－４５７－４２２１ 

月～金（祝休） 午前 9時～午後 4時 

Ｅメールは船橋市ホームページから 

問い合わせ先 

北部清掃工場  住所 大神保町 1360-1 電話 047-457-5341 

受付日時 月～土 午前 9時～１２時、午後 1時～５時 

南部清掃工場 住所 潮見町 38 電話 047-437-5300  

 受付日時 月～土 午前 9時～11時 30分、午後 1時～4時 

西浦資源リサイクル施設 住所 西浦 1-4-2 電話 047-401-9811 

 受付日時 月～土 午前 9時～12時、午後 1時～５時 

市では収集できないごみの依頼 

一般廃棄物協同組合 

（ごみ処理許可業者）   047-440-6601   
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地域により昼間収集地区と夜間収集地区に分かれています。 

 
昼間収集地区は午前８時

３０分までに 

夜間収集地区は午後７時３
０分までに 

 

 
※地域により収集時間帯（昼間・夜間）が異なりますので、✔印を記入してください。 
収集は上記の時間から順次行っておりますので、交通状況等により収集時間が異なります。 

 

午前８時３０分までに
出してください。 

指定引取場所（船橋市内）  

丸全京葉物流㈱ 潮見町 19－4  047-431-4880              

午前８時３０分までに
出してください。 

詳しくは家電リサイクル券センターに問い合わせください。       

0120-319640 

パソコンリサイクル制度対象品 

資源ごみ（空ビン・空カン）
とペットボトルは同じ収集
日ですが、別々に収集するた
め、時間は前後しますのでご
注意ください。 

デスクトップ型パソコン・ノートブック型パソコン・ 

CRT型モニター・液晶型モニター 

各メーカーのリサイクル受付に申し込んでください。 （注：一般廃棄物協同

組合ではお受けできません）  詳しくは下記まで問い合わせください。 

一般社団法人 パソコン 3R推進協会 03-5282-7685 https://www.pc3r.jp/  

※一部のパソコンについては、小型家電回収ボックスへの排出が可能です。 

午前８時３０分までに
出してください。 
 

オートバイ 

廃棄二輪車取扱店または二輪車リサイクルコールセンターへご相談

ください。   ０５０－３０００－０７２７ 

https://www.jarc.or.jp/motorcycle/ 

デジタルカメラ 

インクカートリッジ（プリンター用） 

ビデオカメラ 

販売店に設置してある回収箱をご利用ください。 

携帯電話・ＰＨＳなど 

ゲーム機  

このマークのある専売店にて無償で回収しています。 

※小型家電回収ボックスへの排出も可能です。 

消火器 

HDDレコーダー 

消防設備取扱店または㈱消火器リサイクル推進センターへ問い合わせくだ

さい。 03-5829-6773 

ＦＲＰ船 

電話機・FAX 携帯音楽プレーヤー 

ICレコーダー 電子書籍端末 カーナビ（カー用品） 
USBメモリ 

補聴器 電卓・電子辞書 

ヘアーアイロン 
ヘアードライヤー 電動歯ブラシ 

電気カミソリ 

電気バリカン ラジオ 

ヘッドホン・イヤホン 時計 懐中電灯 電子付属品（ACアダプタ・コード類・充電器・リモコン等） 

電子血圧計 

電子体温計 

小型家電のリサイクル 回収場所 

 市役所本庁舎 

船橋駅前総合窓口センター 

【フェイスビル 5階】 

北部清掃工場、西部公民館 

浜町公民館、坪井公民館   

宮本公民館、八木が谷公民館 

東部公民館、新高根公民館 

三田公民館 

薬円台公民館 

法典公民館 

葛飾公民館 

北部公民館 

海老が作公民館 

高根台公民館 

夏見公民館 

東図書館 

北図書館 

  

回収品目 

週２回 

不 燃 ご

み 

 第   回目の 

不燃ごみ 

 

●問い合わせ先 

クリーン推進課 電話 047-436-2434 

北部清掃工場  住所 大神保町 1360-1 電話 047-457-5341 

受付日時 月～土 午前 9時～１２時、午後 1時～５時 

南部清掃工場 住所 潮見町 38 電話 047-437-5300  

 受付日時 月～土 午前 9時～１２時、午後 1時～５時 

西浦資源リサイクル施設 住所 西浦 1-4-2 電話 047-401-9811 

 受付日時 月～土 午前 9時～12時、午後 1時～５時 

市では収集できないごみの依頼 

一般廃棄物協同組合 

（ごみ処理許可業者）   047-440-6601 

家庭ごみの出し方 

ごみの出し方や収集日でわからないことがあったら、船橋市外国人総合相談窓口までお問い合わ

せください。（電話：050-3101-3495） 

 

●事業系ごみ 

商店、事務所、飲食店などで事業活動に伴って出るごみは、事業者の自己処理が原則です。市にその

処理を委託する場合は清掃工場へ自己搬入するか、ごみ処理許可業者に依頼してください。（いずれ

も有料）なお、市では産業廃棄物の処理は行っていません。 

 
●市では処理できないもの 

 

☆スプリングマットレス（分解したものを含む） ☆太陽熱温水器  

☆ピアノ・オルガン等(電子式のものを含む） ☆解体してない建物設備(大型プラス

チック） ☆強化プラスチック製スポーツ用品（トレーニングマシン等） 

☆バンパー・カウル・エアロパーツ等（ABS樹脂及び PP製のもの） 

販売店やメーカーに相談するか、下記処理業者に依頼してください。 

○一般廃棄物処分業許可業者（第 1006号）㈱ヤマウチ 047-490-5338 

 
★有毒性の薬品・農薬やその容器  ★揮発油（ガソリン・ベンジン・シンナー）★灯油 

★塗料類 ★ガスボンベ ★土、砂、石 

販売店やメーカーなどに相談してください。 

●在宅医療廃棄物 

鋭利なもの（注射針、注射器、針のついたチューブ類）→耐貫通性の容器（厚手のプラスチ

ック等）に入れ、在宅医、訪問看護師または調剤薬局等へ返却してください。 

血液がついた点滴・輸液ラインセット、薬品類→医療機関または調剤薬局へ返却してくださ

い。（点滴・輸液ラインセットは、持込可能かあらかじめ医療機関または調剤薬局にご確認ください。） 

歯科医療廃棄物→歯科医療機関へ返却してください。 

上記以外の在宅医療廃棄物は、船橋市のごみの分別にしたがって排出してください。 

リサイクル制度等で回収するごみ 市で収集しないごみ 

★耐火金庫 ★浴槽 ★タイヤ ★バッテリー ★サーフボード 

★コンクリート ★ブロック ★大型木材 ★自動車部品 

★ルーフボックス ★ボウリングの玉 ★タイル 

販売店やメーカーに相談するか、一般廃棄物協同組合へ依頼して

ください。 

https://www.pc3r.jp/

